
地方消費者行政推進交付金の制度概要

事業メニュー

１．消費生活相談機能整備・強化事業

３．消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業

７．消費者安全法47条2項に基づく法定受託事務

・消費生活センターの整備（広域連携による整備を含む）
・専門的な消費生活相談への対応力強化（弁護士等専門家の活用）
・商品テスト機能の強化
・裁判外紛争処理機能の強化

・消費生活相談員の計画的・集中的な養成

２．消費生活相談員養成事業

・消費生活相談員等の研修

４．消費生活相談体制整備事業

・消費生活相談員の配置・増員、処遇改善

５．市町村の基礎的な取組に対する支援事業

・都道府県による市町村支援

６．地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事業

・消費者教育の推進 ・地域の見守りネットワーク推進
・地域のリーダー育成 ・消費者団体の支援
・事業者指導や法執行強化 ・先駆的プログラム 等

都道府県推進計画

（中長期の計画）

市町村推進プログラム

（中長期の計画）

推進事業を実施

推進事業を実施

消費者庁

助成

事業の概要

市町村

事業計画（各年度）

地方消費者行政推進交付金

交付交付申請

事業計画（各年度）

都道府県

○地方消費者行政活性化基金

２０年度２次補正１５０億円 ２１年度補正 ８０億円

２４年度当初 ５億円（一般会計）／ ３．６億円（復興特会※） ２４年度補正 ６０．２億円

２５年度当初 ５億円（一般会計）／ ７．３億円（復興特会※） ２５年度補正 １５億円

２６年度当初 ３０億円（一般会計）／ ７．０億円（復興特会※）

○地方消費者行政推進交付金

２６年度補正 ２０億円

２７年度当初 ３０億円（一般会計）／４．８億円（復興特会※ ） ２７年度補正 ２０億円

２８年度当初 ３０億円（一般会計）／４．８億円（復興特会※ ） ２８年度補正 ２０億円

２９年度当初 ３０億円（一般会計）／４．８億円（復興特会※ ） ２９年度補正 １２億円

※被災４県（岩手、宮城、福島、茨城）が対象

○消費者行政の充実・強化に取り組む地方自治体を支援
（「消費生活相談体制の整備」と「消費者問題解決力の高い地域社会づくり」）

○地域の事情に応じた取組が可能となるよう、メニュー方式により支援

○国から提案する政策テーマに応じて、地方自治体が企画する先駆的プログラムを実施

○毎年度の交付金の支出限度額は、各都道府県（管内市町村を含む）の消費者行政予算
の総額の２分の１まで（被災４県及び熊本県は３分の２まで）

○交付金の配分に当たりインセンティブを付与（相談体制の質の向上、相談員の処遇改善）

○基金と異なり、単年度ごとに精算（やむを得ない場合は繰り越し）

提出 提出

・事業者への立入調査

約540億円

1

(資料３－１)




